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　「所得税の103万円の壁」が話題になってい
ます。どう考えたらいいのか－。

　「所得税の課税最低限」のこと。課税最低限
とは、所得税や住民税で納税義務が発生する
所得額の下限です。単身の給与所得者の場合、
所得税の課税最低限は基礎控除48万円と給与
所得控除55万円を合わせた103万円です。
　年収が103万円以下なら、この二つの控除
を差し引くと残りがゼロになってしまうため、

　課税最低限を引き上げることが必
要です。総選挙の政策でも主張して
きました。課税最低限が現在の103
万円になったのは、1995年ですが、
その当時と比べても物価も賃金も
10％くらい上がっています。
　実質の手取りが減らないようにす
るには、物価や賃金に合わせて課税
最低限を引き上げることが必要で
す。物価や賃金が上がれば所得税
収も自然に増えます。その増収分の
一部を還元することで可能なので、
財源の心配もいりません。

　103万円を178万円に引
き上げる（72.8％増）とい
うもので、物価の伸びをは
るかに上回る提案です。当
然、財源もたくさん必要で
す（政府試算7.6兆円）。
　消費税増税や社会保障
削減なら低所得者ほど負担
が重く、教育予算がさらに
削られ大学の授業料が値
上げされたら、学生にとっ
てもマイナス。本末転倒で
す。

　いいえ。７年前に税制が変わって、
年収103万円を超えても150万円ま
では配偶者の税金が増えなくなって
います。
　いま、パートの人にとって問題な
のは、「106万円、130万円の保険料
の壁」です。一定の要件に該当する
人は、年収106万円に達すると職場
の厚生年金と健康保険に加入して、
自分で保険料を払わなければなりま
せん。そうでない人も、年収が130万
円を超えると国民年金と国民健康保
険の保険料を払うことになります。

　根本的な解決は、最低保障年金
制度をつくることですが、時間が必
要です。当面の対策として、①最低
賃金を速やかに時給1500円にする
ことです。そうすれば、保険料を払
っても今より手取りが増えます。②低
所得者の社会保険料を軽減すること
です。特に、国民健康保険の保険
料の負担は大変重くなっています。
　共産党は国保財政に１兆円の予算
を追加することで国保料を下げるこ
とを提案しています。
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問題は「保険料の壁」最賃1500円と国保引き下げ今すぐ

Ｑ「103万円」とは

Ｑ共産党の政策は Ｑ国民民主の案は

Ｑパートの人も壁はある？

Ｑ保険料の壁への対策は？

　基礎控除や給与所得控除などは人
的控除と言われます。人的控除は「生
活に不可欠な経費には課税しない」
という「生計費非課税」の原則を具
体化したものであり、憲法に定めら
れた生存権にもとづくものです。

Ｑ控除はなんのため

所得税が課税されません。しかし、親の扶養
親族の学生がアルバイトなどで103万円を超え
ると、扶養控除を受けられなくなり、親の税
金が増えてしまいます。

所得税の課税最低限のイメージ
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（単身の給与所得者の場合）


